
【機密性2情報】

資料３－１

国際機関 大洋州 中南米等 その他
ＷＨＯ・FAO等 米国 カナダ EU、EFSA 各国 FSANZ等 中国 各国 各国 報道、論文等も含む

7/6件 7/14件 5/2件 32/38件 15/15件 2/6件 5/9件 7/4件 0/1件 24/19件

化学物質・汚染物質 (8件) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4

食品添加物 (12) 0 0 1 6 1 0 2 1 0 1

農薬 (19) 0 5 1 11 0 0 0 1 0 1

動物用医薬品 (1) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

器具・容器包装 (2) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

42/43件 その他 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

細菌 (2件) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

ウイルス (12) 4 1 2 0 1 0 1 0 0 3

原虫・寄生虫 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

プリオン (4) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

植物性自然毒 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

カビ毒（マイコトキシン) (1) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

動物性自然毒 (1) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

27/33件 その他 (7) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3

新食品 (0件) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GMO (10) 0 0 0 2 1 1 0 0 0 6

健康食品 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

アレルギー (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

クローン (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

放射線照射 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ナノテクノロジー (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11/10件 その他 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

肥料 (0件) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

飼料 (4) 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0

4/8件 その他 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表示 (1件) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

放射性物質 (1) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

19/20件 その他 (17) 1 0 0 7 3 1 1 1 0 3

細菌 (0件) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ウイルス (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/0件 その他 (1) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

化学物質 (0件) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

微生物 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

異物混入等 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

表示違反 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0/0件 その他 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

海外のリコール

※収集期間については、主たる期間をいう。

化学物質

微生物・プリオン・自然毒

新食品等

肥料・飼料等

その他

海外の食中毒

食品安全関係情報（ 6月1日～6月14日 収集分※）について

「食品安全関係情報」として食品安全委員会が収集したハザード毎の地域別情報件数の概要     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(集計数は、今期間/前期間）

6月1日～6月14日 収集件数　　(合計104
北米 欧州 アジア

/114件)



食品安全関係情報（6 月 1 日～6 月 14 日収集分 104 件）のうち、主なものの紹介 

(詳細及び他の情報については、食品安全総合情報システム（http://www.fsc.go.jp/fsciis/）をご覧下さい) 

 

【化学物質】 

・香港食物環境衛生署食物安全センター、「食品中のアルミニウム」に関するリスク情報を

公表。 

・台湾行政院衛生署、「食品添加物の成分規格及び使用基準」を改正（ケイ酸アルミニウム

系真珠光沢顔料の紀要基準及び成分規格を設定） 

・欧州連合(EU)、新しい統一食品添加物リストが発効 

 食品添加物：私たちの食品をより安全にしているＱ＆Ａ」を紹介 

 認可されている食品添加物のデータベースの紹介 

「認可済み食品添加物の規格等」を一部改正及び訂正（ケイ酸アルミニ

ウムカルシウム及びケイ酸アルミニウムの削除） 

・欧州食品安全機関(EFSA)、遺伝子組換えプラスミド DNA からなる動物用ワクチンの魚の

ゲノムへの DNA 挿入を評価するためのデータの適合性に関する科学的助言を公表 

【微生物・プリオン・自然毒】 

・欧州食品安全機関（EFSA）、食品及び飼料中のステリグマトシスチン(STC)のヒト及び動

物の健康に対するリスクに関する科学的意見書を公表 

・世界保健機関（WHO）、「鳥インフルエンザ A(H7N9)ウイルスの出現と特徴の概要」を発表 

・米国疾病管理予防センター（CDC）、冷凍ベリーとザクロが原因とみられる A 型肝炎の集

団感染情報を発表 

・カナダ保健省（Health Canada)、ロブスターの肝膵臓の喫食について注意喚起 

【新食品等】 

・オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、消費者向け情報で「米国農場

で見つかった遺伝子組換え小麦に関する通知」を公表 

・オーストラリア遺伝子技術規制局(OGTR)、遺伝子組換え小麦の野外試験承認に関するファ

クトシートを公表。 

・欧州連合(EU)、遺伝子組換え植物由来の食品及び飼料の認可申請に係るリスク評価等に

ついて詳細に規定 



 

 

資料３－２

H25.7.1 

食品安全委員会が収集したハザードに関する主な情報 

化学物質---食品添加物 

10,13, 
14 

欧州委員会(EC)健康・消費者保護総局(DG SANCO)、統一的な EU 食品添加物リストの適用

と「食品をより安全にしている食品添加物」と題する Q&A を紹介 

公表日：2013年6月3日   情報源： 欧州委員会(EU) 

http://europa.eu/rapid/midday-express-31-05-2013.htm 

1. 欧州委員会(EC)健康・消費者保護総局(DG SANCO)は 5 月 31 日、統一的な EU 食品添加物リストが 2013 年

6 月 1 日から適用されることを紹介した。これは、甘味料、着色料など複数の EC 指令に分けて使用が認められて

いた食品添加物のリストを規則（EU）No1333/2008の附属書Ⅱに統一するとともに、EFSAの科学的助言を考慮に

入れ、一部の食品添加物及び用途を廃止したものである。EU 食品添加物リストは消費者保護をより強化し、食品

事業者にとって、より明確となるものである。 

EU の食品添加物規則 (規則(EC) No 1333/2008) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:en:PDF 

規則(EC)No 1333/2008 の附属書 II として策定された EU 食品添加物リスト (規則(EU) No 1129/2011) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0001:0177:En:PDF 

2. DG SANCO は、統一的な食品添加物リストの適用に合わせ、「食品をより安全にしている食品添加物」と題す

る Q&A を紹介している。 

Q1.食品添加物とは何か？ 

A1. 保存したり、着色したり、甘みを増したりするために使う。ＥＵ規則は「栄養価の有無にかかわらず、食品の製

造、加工、調製、包装、輸送又は貯蔵における技術的な理由のために食品に意図的に添加されるもの」と規定し

ている。 

Q2.食品添加物は何のために使うのか？ 

A2.着色、保存、酸化防止などのために使用される。 

Q3.食品添加物は安全か？ 

A3.現在認可されている添加物の安全性は食品科学委員会（SCF）及び欧州食品安全機関（EFSA）によって評価

されている。申請された用途の安全が確認された添加物のみがＥＵのリストに掲載されている。70～90 年代に評

価された添加物は、EFSA の再評価を受けることになっており、2020 年までにその作業が完了する。 

Q4.食品添加物の安全性はどのように評価されているのか？ 

A4.EFSA が、申請者の提出する資料に基づいて一日摂取許容量(ADI)を設定する。 

Q5.アスパルテームは安全か？ 

A5.カロリー低減食に使われる甘味料であるアスパルテームの安全性は1984年にSCFによって評価されている。

現在の多くの情報に基づいて、EC は EFSA に再評価を要請している。EFSA は 2013 年末までに意見書をまとめ

る予定である。 

Q6.消費者が危険なレベルの食品添加物を摂取する可能性はあるか？ 

A6.EFSA が添加物の暴露量を推定するときに他の食品の含有量も考慮し、 大量の摂取を想定している。従っ

て、 大許容量の添加物が含まれている食品をたくさん食べたとしても、存在する添加物は安全な量だといえる。

Q7.食品添加物が認可される条件は？ 

A7.以下の条件に合致する場合のみ認可される。①科学的根拠に基づき、申請された使用量で健康リスクを生じ

させないこと、②代替できない合理的な技術的必要性があること、③その使用が消費者に誤解を与えず利益をも

たらすこと。 

 



 

Q8.消費者にとってのメリットは何か？ 

A8.栄養価の保持、特別な栄養が必要な消費者のために必要な成分や原材料の追加、品質又は安定性の向上

及び官能特性を改善、原材料の欠点等を隠さない範囲で、食品の製造や流通を補助するなど 

Q9.食品の色で、消費者を欺いている－なぜ許されるのか？ 

A9.着色料の使用は、消費者が誤解しないという一般的な条件に従うこととしている。 

Q10.全ての物質は、食品添加物として使用することができるか？ 

A10.EU 規則に則って、リストに記載された食品添加物のみが、決められた条件で使用することができる。 

Q11.添加物は、すべての食品に使用することができるか？ 

A11.牛乳、生鮮果物や野菜、生肉のような未加工食品や飲料水については、ほとんど添加物が認められていな

い。 

Q12.認可された食品添加物のリストはあるか？ 

A12.食品への使用が認可されている添加物及びその使用条件のリストは、食品添加物に関する規則

(EC)No.1333/2008 の付属書Ⅱである。 

Q13.食品添加物の使用を認可するための手順は何か？ 

A13.食品添加物の認可手続きは規則(EC)No.1331/2008 に規定されている。 

Q14.消費者は、どのようにして添加物の使用について知ることができるのか？ 

A14.指令 2000/13/EC に規定されている表示によって知ることができる。食品添加物は食品の原材料であり、原

材料表示に記載されるべきである。 

Q15.添加物なしで食品を加工調理することは可能か？ 

A15.家庭では添加物を使用せずに食品を加工調理することが可能であり、通常は使用しない。添加物が必要か

どうかは、生産工程、使用される原材料、 終的な外観、保存方法、有害細菌の増殖を防ぐ必要性、包装の種類

などにより異なる。また、多くの食材は、食品添加物として認可を受けた天然由来の物質、例えば、リンゴに含ま

れるリボフラビン、カロテン等を含んでいることに留意すべきである。 

以上、全 15 項目にわたって食品添加物についての情報提供を行っている。 

 

○関連情報（海外） 

欧州連合(EU)で認可されている食品添加物のデータベースの紹介 

 欧州連合(EU)で認可されている食品添加物のデータベースは、食品添加物の名称・Ｅ番号・ＩＮＳ番号、食品添

加物や対象食品の分類及び食品添加物の関係法令から検索することができる。本データベースの収録データ

は、規則(EC) No 1333/2008 の附属書 II の食品添加物リストに基づいている。 

データベース、使用説明書、FLASH 版動画及び PDF 

https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?sector=FAD&auth=SANCAS 

 

オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、食品添加物に関する消費者向け情報 

http://www.foodstandards.gov.au/consumer/additives/additiveoverview/Pages/default.aspx 

 

○関連情報（国内） 

厚生労働省、食品添加物に関する情報（添加物のリスト等、施策紹介、法令・通知、関連情報） 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/index.html 

 

※詳細情報及び他の情報については、食品安全総合情報システム（http://www.fsc.go.jp/fsciis/）をご覧下さい。 
 


